
週休２日工事試行要領

１ 目的

昨今，建設業においては担い手不足が懸念され，若手の技術者や技能労働者の確保・育成を中心

とした将来の担い手確保が重要な課題であり，若年技術者等の入職促進策として，建設現場におけ

る「週休２日」の確保などによる働き方改革の実現が求められている。

建設現場における「長時間労働の抑制」に当たって現場における現状の課題や問題点を把握する

ため，試行的に４週８休以上の現場閉所に向けて取り組む工事を選定し，その施工の実施方法，提

出資料，その他必要な事項について定めるものである。

２ 週休２日工事

週休２日工事とは，対象期間（※１）において，土日・祝日に関わらず，４週８休以上（※４）

の現場閉所（※５）を行う工事をいう。また，現場に従事する技術者及び技能労働者（施工体制台

帳上の元請負人及び下請負人が対象）についても他現場等での労働も含め，４週８休相当以上の休

日を確保した工事をいう。

※１ 工事着手日（※２）から工事完成日（※３）又は市が設定した日までの期間のこと。

なお，年末年始６日間（12/30,31,1/1,2,3,4）及び夏期休暇３日間（8/13,14,15），工場

製作のみを実施している期間，工事全体を一時中断している期間は対象期間に含まないも

のとし，この期間に請負人の責によらず現場作業を余儀なくされる場合は代休を設定する。

※２ 実際の工事のための現場における準備作業（現場事務所や仮設資材の搬入・設置等）に着

手する日のこと。

※３ 後片付け作業（現場事務所や仮設資材の撤去・搬出等）が全て終了した日のこと。

※４ 対象期間内の現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が 28.5％（8日／28日）

に達している状態のこと。

※５ 巡回パトロールや保守点検等，現場管理上必要な作業を行う場合を除き，現場作業を行っ

ていない日のこと。なお，降雨，降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日

に含める。

３ 対象工事

令和５年度に建築部が発注する工事の中から週休２日工事として選定し，特記仕様書及び入札

公告文に示した工事を対象とする。



４ 現場閉所率の算定方法

○現場閉所率の算出は，以下の式とする。

Ｋ（％）＝ Ａ／（Ｂ－Ｃ）

※ Ｋ：現場閉所率（％）

Ａ：現場閉所日数（ただし，対象外としている期間分を除く）

Ｂ：週休２日確認対象期間日数（工事着手日から工事完成日または市が設定した日

までの期間）

Ｃ：Ｂのうち，夏季休暇３日間及び年末年始６日間，工場製作のみを実施している

期間，工事全体を一時中断している期間と重複する日数

５ 発注方法

次の方法とする。

施工者希望型

請負人が，契約後に週休２日工事による施工を選択する方法。

６ 週休２日工事の実施における留意事項

１）週休２日の確保の取組は，将来の担い手確保，入職しやすい環境づくりを目指すものである

ことから，週休２日による施工の実施にあたっては，その趣旨に沿うよう努めるものとする。

２）請負人は，地元対応や緊急対応などやむを得ない場合は，監督員と協議のうえ，振替休日等

により休日を取得することを可とする。

なお，現場閉所日に現場内の安全確認等が必要な場合は，最低限の人員により対応すること

とする。

３）監督員は，週休２日による施工が適切に実施されているか，必要に応じて請負人への聞き取

りや，請負人からの関係書類（日報，出勤簿，作業日誌，安全日誌等）の提示により確認を行

うものとする。

４）監督員は，現場閉所状況の確認に当たっては，新たな書類作成等により事務負担が増大しな

いよう留意し，既存の書類の活用に努める。

５）監督員は，災害対応等の緊急時を除き，休日の前日などに休日の作業が発生するような指示

等は行わないこととする。

６）分割・分離発注した工事における現場閉所日は，全工事で合わせることが望ましいが，工程

上必要な場合は工事毎に現場閉所日を設定することを妨げない。



７ 週休２日工事実施フロー

※請負人が週休２日による

施工を希望しない場合

通常工事の流れとなる。

※請負人が週休２日による施工を希望する場合

週休２日工事発注時

発注者は，週休２日工事を選定後，特記仕様書や入札公告文

等に当該工事が週休２日工事である旨と発注方法を記載す

る。

（別紙１及び別紙２参照）

施工計画書提出時

請負人は，週休２日の計画工程表を施工計画書に添付して，

施工協議簿とともに監督員へ提出する。

監督員は計画工程表の休日取得計画の妥当性を確認する。

（別紙４参照）

週休２日工事施工中

監督員は，休日が適切に取得されているか，必要に応じて請

負人への聞き取りや，請負人からの関係書類の提示などによ

り確認を行う。

週休２日を確保しつつ，天候の不良，関連工事への調整の協

力等，請負人の責に帰すことができない事由により工期を延

長する必要が生じた場合は，請負人は監督員へ工期延長につ

いての協議を行うものとする。

請負人は，現場の閉所状況の確定後，速やかに「休日等取得

状況報告書」（別紙５）により，現場の閉所状況を監督員に提

出する。 （別紙５参

照）

監督員は，関係書類により現場の閉所状況を確認すると共

に，その状況に応じ，予算の範囲内において設計変更により経

費の補正を行う。

（別紙６参照）

週休２日工事契約後

請負人は契約後，週休２日による施工の取組意思等を記載

した施工協議簿を監督員へ提出する。

（別紙３参照）



８ その他

１）請負人は，週休２日工事の検証を行うため，請負人や下請業者を対象としたアンケート調査

等の依頼があった場合は，これに協力するものとする。（※アンケート調査の依頼については，

別途通知する。）

２）この要領に定めのない事項については，必要に応じて発注者と請負人の協議により定めるも

のとする。

附則

１ この要領は，令和５年４月１日から施行する。

２ この要領は，施行日から起算して１年を経過した日に効力を失う。



図面名称旭川市建築部公共建築課 発注年度 工事名称 図面番号令和５年度 特記仕様書　週休２日工事
T-01

週休２日工事の実施について

　　協力するものとする。

（９）請負人は「週休２日工事」について，請負人や下請業者を対象としたアンケート調査等の依頼があった場合は

　　ウ　４週６休以上４週７休未満（現場閉所率 21.4％以上25.0％未満）の場合　　補正係数 1.01

　　イ　４週７休以上４週８休未満（現場閉所率 25.0％以上28.5％未満）の場合　　補正係数 1.03

　　ア　４週８休以上（現場閉所率28.5％以上）の場合　　　　　　　　　　　　　補正係数 1.05

　　もの（請負人が週休２日の取組を希望しないものを含む）については，変更の対象としない。

　　　なお，４週６休に満たないもの，また，工事着手前に週休２日に取り組むことについて協議が整わなかった

　　労務費）を補正し，請負代金額を変更する。

　　労務費（予定価格の基となる工事費の積算に用いる複合単価，市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の

（８）週休２日による施工を希望した工事は，次のアからウまでの現場閉所の達成状況に応じた補正係数により

　　ものとする。

（７）週休２日の実施状況について，発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には，請負人は協力する

（６）週休２日の実施の確認方法は，次によるものとする。

　　による施工を実施する請負人は，その趣旨に沿った休日の確保に努めるものとする。

（５）週休２日の確保の取組は，将来の担い手確保，入職しやすい環境づくりを目指すものであることから，週休２日

（１）本工事は「週休２日工事」の対象工事である。

別紙１（記載例）

　　いる期間，工事全体を一時中断している期間は対象期間に含まないものとし，この期間に請負人の責によらず現

　　　なお，年末年始６日間（12/30,31， 1/1,2,3,4）及び夏期休暇３日間（ 8/13,14,15），工場製作のみを実施して

（３）請負人は「週休２日工事」による施工を希望する場合，契約締結後に発注者と協議を行い，協議が整った場合

　　は「週休２日工事」による施工を行うことができる。

　　ア　請負人は，週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し監督員に提出する。

　　イ　請負人は，実施結果を監督員に提出する。

（10）上記に記載のない事項は「週休２日工事試行要領（令和５年４月１日）」による。

　※２　巡回パトロールや保守点検等，現場管理上必要な作業を行う場合を除き，現場作業を行っていない日のこと。

注記

　※１　対象期間内の現場閉所日数の割合（現場閉所率）が28,5％（ 8日／28日）に達している状態のこと。

　　　なお，降雨，降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含める。

（４）対象期間は，工事着手日（※３）から工事完成日（※４）までの期間とする。

　※３　実際の工事のための現場における準備作業（現場事務所や仮設資材の搬入・設置等）に着手する日のこと。

　※４　後片付け作業（現場事務所や仮設資材の撤去・搬出等）が全て終了した日のこと。

　　場作業を余儀なくされる場合は代休を設定する。

（２）「週休２日工事」とは，対象期間において土日・祝日に関わらず，４週８休以上（※１）の現場閉所（※２）を

　　行うことをいう。また，現場に従事する技術者及び技能労働者（施工体制台帳上の元請負人及び下請負人が対象）

　　についても他現場等での労働を含め，４週８休相当以上の休日を確保した工事をいう。



入札公告等の記載について

週休２日工事の入札の公告等には，以下の事項を記載すること。

○入札の公告

「１ 入札に付する工事の内容」に以下を記載する。

(7) 本工事は，「週休２日工事」の対象工事である。（21(11)を参照）

「21 その他」に以下を記載する。

(11) １(7)でいう週休２日工事にあって，請負人は週休２日による施工を希望する場合，契約締

結後に発注者と協議を行い，協議が整った場合は週休２日による施工を行うことができる。

なお，詳細については，下記アドレスのホームページにおいて掲載しているので参照のこと。

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/522/536/538/p004945.html

別紙２



様式―１１

［ 指示・承諾・協議・確認］

署　　名

役 職 名 現場代理人 主任技術者等

令和　○○年　　○月　　○日

記載者

週休２日工事について協議します。

　

協 例１）

当工事において，週休２日による施工は実施しません。

議

例２）

事 当工事において，週休２日による施工を希望します。

項

例１）

了解しました。

労働基準法第32条(労働時間の原則)及び第35条(休日)を遵守の上，工事を進めてください。

例２）

了解しました。

週休２日による施工を実施してください。

また，週休２日の計画工程表を提出願います。

令和　○○年　　○月　　○日 ＮＯ． ○○

別紙３

業　者　名

署    名
協　議　年　月　日

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

工　　事　　施　　工　　協　　議　　簿

工　事　名
工事監督員 総括監督員 主任監督員 監 督 員

○○○○改築工事

㈱○○○○建設

合

意

事

項

協議簿最終取交し日 協議簿通し番号

現場
代理人
○○○

監督員
○○○

受注者の希望確認の施工協議簿について

記載例

（契約後打合せ時）



様式―１１

［ 指示・承諾・協議・確認］

署　　名

役 職 名 現場代理人 主任技術者等

令和　○○年　　○月　　○日

記載者

前回打合せ時に協議した，週休２日の計画工程表を提出します。

　 施工計画時における週休２日確保の確認資料として，休日等取得実績調書を提出します。

協

議

事

例１）

提出資料により，週休２日が確保されていることを確認しました。

なお，施工中に工程変更が必要となった場合は，別途協議します。

例２）

提出資料により，週休２日が確保されていることを確認しました。

計画工程表の内容を確認しましたが，極端に偏った現場閉所日となっているため，均衡の取

れた閉所日になるよう調整が可能ですか。

・可能であれば，計画工程表の再検討をお願いします。

・調整が困難であれば，この工程に沿って工事を進めてください。

なお，施工中に工程変更が必要となった場合は，別途協議します。

令和　○○年　　○月　　○日 ＮＯ． ○○

別紙４

業　者　名

署    名
協　議　年　月　日

合

意

事

項

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

工　　事　　施　　工　　協　　議　　簿

工　事　名
工事監督員 総括監督員 主任監督員 監 督 員

○○○○改築工事

㈱○○○○建設

協議簿最終取交し日 協議簿通し番号

現場
代理人
○○○

監督員
○○○

また，計画工程表の内容が適正(妥当)ですので，この工程に沿って工事を進めてください。

休日取得計画の妥当性の確認の施工協議簿について

記載例

（計画工程表受理時）



（記載例）

別紙５

休 日 等 取 得 状 況 報 告 書

令和 年 月 日

（あて先） 旭 川 市 長

請負人 住所

氏名

工事名

□ ４週６休未満

上記工事について，別紙「休日等取得実績調書」のとおり□ ４週６休以上 の現場閉所

□ ４週７休以上

□ ４週８休以上

であったことを報告します。なお，現場に従事する技術者及び技能労働者（施工体制台帳

上の元請負人及び下請負人）が，他現場等での労働も含め，上記の相当以上の休日を取得

していることを □確認しています。

□確認していません。

※会計検査等の対象となる場合があるため，現場に従事した技術者及び技能労働者（施工体制台帳上の元

請負人及び下請負人）の休日取得を確認した書類を必要に応じて提出を求めますので，工事完了年度か

ら１０年間保存してください。

課長・主幹 課長補佐 係長・主査 工事監督員

※□のいずれ

かにレ印を

記入する。

※□のいずれか１

つにレ印を記入

する。



週休２日工事の経費の補正について

週休２日による工事の発注を推進するため，必要な経費を計上する試行を行う。

対象工事は，建築部発注の週休２日工事として選定した工事とする。

計上方法は以下のとおりとする。

１ 週休２日を実施する工事については，週休２日工事試行要領に示す「現場閉所率の算定方法」に

より，現場閉所率を算出し，対象期間における現場閉所の達成状況に応じた補正係数を，労務費に

乗じるものとする。

現場閉所の達成状況と，閉所状況ごとの補正は以下のとおり。

１）現場閉所の達成状況

①４週８休以上

現場閉所率が 28.5％以上（8日/28 日）の場合

②４週７休以上４週８休未満

現場閉所率が 25.0％（7日/28 日）以上 28.5％未満の場合

③４週６休以上４週７休未満

現場閉所率が 21.4％（6日/28 日）以上 25.0％未満の場合

２）補正係数

２ 補正方法

１）工事着手前に週休２日に取組むことについて協議が整った工事は，現場閉所の達成状況に応じ

て，設計変更にて上記補正を行う。

２）ただし，４週６休に満たなかった工事，工事着手前に週休２日に取組むことについて協議が整

わなかった工事は，上記補正を行わない。

現場閉所の達成状況

４週６休以上

４週７休未満

４週７休以上

４週８休未満

４週８休以上

労務費 １．０１ １．０３ １．０５

別紙６


